
●令和5年度9月の寄附状況

令和5年９月１日から3０日

までの寄附額

令和5年度

合計額

1 220,000 476,000

2 125,000 226,000

3 1,457,000 3,804,000

4 807,000 1,715,000

5 611,000 2,284,000

6 374,000 653,000

7 741,000 1,458,000

8 1,329,000 6,314,000

9 27,000 537,000

10 26,000 174,000

11 110,000 1,009,000

12 306,000 475,000

13 16,000 60,000

14 39,000 156,000

15 50,000 114,000

16 422,000 2,094,116

17 108,000 134,000

18 8,273,000 28,014,000

15,041,000 49,697,116

【寄附の内訳】

寄附者等 寄附金額

木曽　進（きそ　すすむ） 20,000

佐野　誠一（さの　せいいち） 10,000

明治安田生命保険相互会社新横浜支社 745,000

※このほか、返礼品の贈呈を伴う寄附が577件・14,266,000円ありました。

寄附者等 寄附物品等

細野コンクリート株式会社

樹脂ベンチ（背付

タイプ3台、背無し

タイプ1台）

片山　歌子（かたやま　うたこ）

明細地図（冊子版

152冊、バイン

ダー版83冊）

生涯学習の振興に関する事業

図書資料の整備に関する事業

その他目的達成のために市長が必要と認める事業

施策メニュー

青少年の健全育成に関する事業

防災の推進及び消防体制の充実に関する事業

農業振興に関する事業

保健福祉の充実に関する事業

国際化推進に関する事業

施策メニュー

地域コミュニティに関する事業

大和市新しい公共を創造する市民活動推進条例に

基づく市民活動の推進に関する事業

学校教育の充実に関する事業

奨学金給付に関する事業

スポーツ振興に関する事業

文化会館の建設に関する事業

芸術及び文化活動の振興に関する事業

循環型社会の形成に関する事業

自然環境の保全、緑化の推進に関する事業

景観形成の推進に関する事業

合計

寄附年月日

9月1日 保健福祉の充実に関する事業

9月27日
大和市新しい公共を創造する市民活動推進

条例に基づく市民活動の推進に関する事業

9月25日
その他目的達成のために市長が必要と認め

る事業

9月14日
その他目的達成のために市長が必要と認め

る事業

9月29日 保健福祉の充実に関する事業

寄附年月日 施策メニュー


